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安中市手数料条例の一部を改正する条例 

安中市手数料条例（平成１８年安中市条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７

号）第４条第２項の規定に基づく犬の登

録 

初回のみ１頭につき ３，００

０円 

                                 」を 

「 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７

号）第４条第２項の規定に基づく犬の登

録及び鑑札の交付（動物の愛護及び管理

に関する法律（昭和４８年法律第１０５

号）第３９条の７第２項の規定が適用さ

れる場合を除く。） 

初回のみ１頭につき ３，００

０円 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


